
令和 7年 3月 15日 

 

社会福祉法人わらしな福祉会行動計画 

 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１.計画期間  令和 7年 4月 1日から令和 12年 3月 31日 

 

２.内  容 

目標 1 妊娠中や出産後の女性職員の健康の確保について、相談窓口を周知継続。 

 

＜対策＞令和 7年 3月～ 相談窓口を設置することを職員に周知方法の再確認。 

     令和 7年 4月～ 相談窓口を設置することを職員に周知の継続。 

 

 目標 2 男性の出生時育児休業の取得を促進する措置の実施 

  

＜対策＞令和 7年 3月～ 出生後休業支援給付金制度についての周知方法確認。 

     令和 7年 4月～ 対象職員に対して制度の周知を行い取得を検討させる。 

 

 目標 3 小学校就学前の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限 

 

＜対策＞令和 7年 3月～ 育児・介護休業法改正についての周知方法確認 

    令和 7年 4月～ いつでも書類を閲覧できるように備付け、周知徹底を継続する。 

 

目標 4 育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険法に

基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知継続 

 

＜対策＞令和 7 年 3 月～ 産前産後休暇、(出生時)育児休業休暇取得予定者へ周知用の  

書類を再確認。 

     令和 7年 4月～ いつでも書類を閲覧できるように備付け、周知徹底を継続する。 


